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令和８年 第３回美浜町農業委員会総会議事録 

 

 

 

１．開催日時  令和８年５月２８日（木） 午後７時００分から（協議会終了後） 

 

２．場  所  美浜町役場 ３階 議会会議室 

 

３．出席委員（９名） 

委員        ３番  大塩 友之 

委員        ４番  軍場 康代 

委員        ５番  高木 宏和 

委員        ６番  由利  博 

委員        ７番  山本 光雄 

委員        ８番  浅妻 孝彦 

委員        ９番  大野 克弥 

委員       １０番  山本 文昭 

会長       １１番  中村 博昭 

 

４．欠席委員（２名） 

委員        １番  松下 勝美 

委員        ２番  山本 和美 

                        

５．議事日程 

   日程第 １ 議事録署名委員の指名について 

   日程第 ２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

   日程第 ４  議案第３号 農用地利用集積等促進計画案の作成に係る意見について 

       

６．美浜町農業委員会事務局職員 

事務局長    武田 喜孝 

  次長    畠中 隆之 

書記    浜野 裕介 

  

 

７．会議内容 

【開会宣言】 

 

事務局長 

   それでは、令和８年第３回美浜町農業委員会を開催させていただきます。 

 本日の欠席者は、１番 松下 勝美 委員 、２番 山本 和美委員の２名でございます。

よって過半数以上の出席をいただきましたので、美浜町農業委員会総会会議規則第８条の規

定により、本総会が成立をいたしましたことをここにご報告させていただきます。 

 それでは、中村会長よりご挨拶をいただきます。 
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中村会長 

   （会長挨拶） 

 

事務局長 

   ありがとうございました。それでは、美浜町農業委員会総会会議規則第７条の規定により、 

  「会長は総会の議長となる」となっておりますので、ここからの会議進行につきまして中村

会長よろしくお願いいたします。 

 

議長 

   それでは、会議を始めます。日程第１ 議事録署名委員の指名について、慣例に従いまし

て私から指名をさせていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

     （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、私から指名をさせていただきます。 

  ３番 大塩 友之 委員、４番 軍場 康代 委員 ご両名よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について を議

題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について説明いたします。 

資料№１-１をご覧ください。 

    

      貸付人は、■■■■■■■■■■■■■ 

           ■■■■■■■■■■■■ 

      借受人は、■■■■■■■■■■■■■  

           ■■■■■■■■■■■■■■ 

           農産物の加工・販売をしている会社です。 

      申請地は、■■■■■■■■■■■■■■の田畑、計９,９２７㎡の使用貸借です。 

                                                        

■■■は、■■■■■■■■■にて行っていた農産物の加工・販売部門を別会社化し、か

つ農業参入を目的とした一般企業であり、代表は■■■■■■■■■■■■■が務めていま

す。 

農地取得後の■■■■■の経営面積は、申請同様の面積となります。 

営農については、社員４名で黒枝豆、ザクロを作付けし、収穫後にブロッコリー、一寸ソ

ラマメを作付けする計画であり、農作業の従事状況においても、２１年以上の農作業指導経

験があり、農作業に係る労働力は問題ないと思われます。 

農機具については、トラクターをリースするとのことです。その他の農地法３条の許可要

件である会社から農地までの距離等にも問題はありません。 

 調査担当委員は由利委員です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

   以上で事務局の説明が終わりました。調査担当委員の由利委員補足説明がありましたらお

願いします。 
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由利委員 

   事務局の説明のとおりです。 

 

議長 

ありがとうございました。以上で事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。これ

につきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

特にないようですので、採決をしたいと思います。 

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、原案のとおり本委員会が適当

であると承認することにご異議ございませんか。 

 

    （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第１号については、原案の通り

許可することにいたします。 

 

それでは、日程第３ 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

それでは、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について説明いたしま

す。 

資料№１-２をご覧ください。 

    

      譲渡人は、■■■■■■■■■■■■■ 

           ■■ ■■さん 

      譲受人は、■■■■■■■■■■■■■ 

           ■■ ■■さん 

      申請地は、■■■■■■■■■■ 地目は畑、地積は１０２㎡ 

売買による所有権移転と永久転用です。 

                                                        

転用の目的は、駐車場整備を行うものです。 

申請地の北側、東側は町道、南側は宅地、西側は雑種地となっています。 

用排水計画につきましては、取水は行わず、雨水は自然流下させ、道路側溝に流す計画と 

なっています。 

農地法第５条の検討事項の確認としまして、農地の種別につきましては、住宅に連単する 

区域に隣接し、北側の一団の農地面積が４ヘクタール程の規模であることから第２種農地と

判断しました。 

 また、一般基準についても、事業計画に対する転用面積については適切であり、その他、

資金計画、添付書類、現地の確認等の結果、許可要件はすべて満たしております。 

 現地調査は由利委員と山本光雄委員で行っており、地区担当委員は山本委員です。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 



4 

 

   以上で事務局の説明が終わりました。調査担当委員の山本光雄委員補足説明がありました

らお願いします。 

 

山本光雄委員 

   事務局の説明のとおりです。 

 

議長 

ありがとうございました。以上で事務局並びに調査担当委員の説明が終わりました。これ

につきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

特にないようですので、採決をしたいと思います。 

   議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請については、原案のとおり本委員

会が適当であると承認することにご異議ございませんか。 

 

    （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第２号については、原案の通り、

本委員会が適当である旨の意見を付して、県に進達する事に決定いたします。 

続きまして、日程第４ 議案第３号 農用地利用集積等促進計画案の作成に係る意見につ

いて を議題と致します。議案内容について、事務局の説明をお願いします。 

    

事務局 

それでは、議案第３号 農用地利用集積等促進計画案の作成に係る意見について説明させ

て頂きます。資料№２をご覧ください。 

今回の内容は、■■■■■■で新規に利用権設定するものと、■■■で設定済みの農地の

耕作者を変更するものです。 

 

まず、新規設定から説明します。今回新規設定する面積が約１４万㎡であり、結果、利用

権設定による集積率は、前回と比べ、１．７％増となります。 

 

利用権設定を行う地区、農業者と面積の内訳は、Ａ３資料１ページ目をご覧ください。 

設定を行う地主が５９名の１５７筆に対し、耕作者は、■■■■■■■■■■となってい

ます。 

 Ａ３資料２ページ以降は、農地１筆ごとの面積、所有者など詳細情報となりますので説明

を省略させていただきます。 

 

 つづいて、設定済み農地の耕作者変更ですが、Ａ３資料の最終ページをご覧ください。変

更を行う農地は、１４筆です。内訳としましては、■■■■■■■■■■■■への変更が２

筆、■■■■■■■■■の間でそれぞれ６筆の変更があります。 

以上です。 

 

議長 

   以上で事務局の説明が終わりました。これにつきましてご意見、ご質問はございませんか。 

 

特にないようでございますので、採決をしたいと思います。 

   議案第３号 農用地利用集積等促進計画案の作成に係る意見につきまして、原案の通り本

委員会が適当であると承認することにご異議ございませんか。 
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   （異議なし） 

 

   ありがとうございます。ご異議がないようですので、議案第３号については原案の通り決

定いたします。 

 

 

 以上で本日の議事は終了致しました。これで農業委員会総会を終了します。 

 

 

 

 【閉会】午後  時  分 

 

令 和   年   月   日 

 

美浜町農業委員会 

 

              会 長 

 

 

議 事 録 署 名 人 

 

               ３番 

 

 

 

               ４番 


